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平成６年２月４日「核燃料サイクルの経済性試算について」資料について 

 

 

１． 担当課において調査したところ、平成６年２月４日の総合エネルギー調

査会原子力部会核燃料サイクル及び国際問題作業グループにおける議論

用参考資料として、事務局作成の「核燃料サイクルの経済性試算につい

て」という資料が存在することがわかりました（別添１）。 
 

２． この資料は、当時の原子力部会での議論の過程のなかで作業グループの

議論の材料の一つとして作成されたものであり、これも一つの参考とし

つつ専門家の委員の方々の検討が行われました。こうした専門家の委員

の方々のご審議を経て、最終的には同年６月１０日に総合エネルギー調

査会原子力部会中間報告において「我が国の場合、（中略）最終処分費の

見積もりが極めて不透明であることから、両路線の比較を行うこと自体

が困難である」と結論づけられており、審議会としての議論・検討の結

果、２月４日の事務局の資料の見積りは「極めて不透明である」と位置

付けられております。（別添２） 
 

３． 今後については、コスト比較を含め、原子力委員会においてあらゆる角

度から総合的に議論が行われることと期待しております。当庁としては、

この資料を既に事務局を通じて原子力委員会に提出したところでありま

す。この資料の作成作業は１０年以上前に行われたものであり、その後

状況が大きく変化していると考えられますので、あらためて原子力委員

会の専門の方々によくご検討いただくことを期待しております。 
 

４． 今後とも、原子力委員会での次期長期計画の策定の議論が、透明な国民

的議論のもとで進むよう、当庁としては可能な限り積極的な情報提供に

努めてまいる所存であります。 
 
 
 



５． なお、本年１月２３日にまとめられた総合資源エネルギー調査会電気事

業分科会コスト等検討小委員会報告書（「バックエンド事業全般にわたる

コスト構造、原子力発電全体の収益性等の分析・評価」）において、再処

理した場合の核燃料サイクルのコストが算定されています。この算定を

行うに際しては、電気事業者が行った核燃料サイクルコストの試算につ

いて、審議会の委員の方々に御検討頂き、その結果、「電気事業者試算は、

現時点では合理的な方法により見積もられたものであり、その結果にも

一定の合理性があると判断して良いと考えられ、今回の費用見積もり結

果をバックエンド事業コスト構造を理解する上で基本ケースとすること

に大きな問題はないと評価できる」と報告されております。したがって、

審議会として議論・検討の結果、電気事業者の試算の合理性を認めてお

り、今回の資料とは位置付けの異なるものであります。（別添３） 
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